
 

第 7７回伊達市災害対策本部会議 

平成 23 年 6 月 21 日（火） 

15 時 15 分～ 

保原庁舎 2 階応接室 

 

 

1 放射線関係 

 ・県民健康管理調査の概要 

 

 

 

 

2 避難者（所）関係 

・避難者受入・運営状況（健康福祉部） 

 

 

 

 

3 その他（別紙参照） 

・環境放射線測定結果 

・第 159～161 回福島県災害対策本部会議の概要 

 

 

 

 

 

次回 ・ 



 

第 77 回本部会議の内容について（概要） 

 

1 実施日時等 

平成 23 年 6 月 21 日（火） 15：15～15：50 

 

2 内容 

1 放射線関係 

   ・県民健康管理調査の概要 

   （市民生活部長より） 

    議会でも、県民健康管理調査について質問があったが、調査については、基本調査・詳細 

    調査・先行調査となっている。 

   （健康福祉部長より） 

    先行調査については、浪江町・飯舘村・川俣町山木屋地区の 28,000 人を対象。6 月下旬から 

    実施となる。 

    基本調査については、調査票による行動記録を記載する。行動記録により地域ごとの放射線量 

    の推計を出す。 

    基本調査により、詳細調査に該当すると思われる方には、身体計測・血液検査・尿検査を行う。 

    20 万人を想定している。小児については、エコーで甲状腺検査を行い、必要に応じてホール 

    ボディカウンターを使うという計画である。 

    先行地域以外は 8 月から全県を対象に実施する。 

    最終的には県でデータベース化して医大で管理する。 

   （市長より） 

    先行調査として、伊達市の石田・小国等を入れてもらうべきではないかと意見があったが、先 

    行調査はどういう風にやるのかという動きを見るために行うものではないか。伊達市の地域が 

    入らないからといって遅れをとるということではない。それぞれの基本調査をやって詳細調査 

    を行う。基本調査は行動記録をかくものであり、どういう状況にあるかと。我々の行っている 

    こども達の累積線量計も分析により行動記録をつけなくてもどのような地区にいるか分かる。 

    異常に高い・異常に低いという場合には、行動記録のようなものを作成し因果関係について分 

    析してもらう。それに基づき、健康指導を福島医大の放射線専門の宍戸先生に、全体的な指導 

を仰ぐ。 

線量計は 3 ヶ月などではなく、長期的に見るもので最低 1 年、2 年ぐらいは見なければならな 

いのではないか。線量が下がるのはいつの時期になるか、安心できるようになるまでは追跡調 

査をしなくてはならない。ある程度の傾向がつかめれば、全員やらなくてもいい段階がくるか 

もしれない。同時に線量マップの作成も 1 カ月おきになるか、2 カ月おきになるか、安心だと 

なるまではやらなくてはならない。 

 

2 避難者（所）関係 

・避難者受入・運営状況（健康福祉部） 

    健康福祉部長が資料により説明した。 

    今月末を目処に梁川体育館の避難者を伊達ふれあいセンターへ移動する方向で進めている。 



 

   （市長より） 

    引越しなどがどうしても出来ない方について、伊達ふれあいセンターへ移ってもらうという前 

    提で、今月中ということで目標を決めてやってもらいたい。 

 

   （市民生活部長より） 

    7 月から警備保障関係が 24 時間となるので、本部の当直体制を考えて行きたい。常に連絡と 

    れるようにしておけばいいと思う。 

    

3 その他 

・環境放射線測定結果 

市民生活部長が資料により説明した。 

 

・第 159～161 回福島県災害対策本部会議の概要 

市民生活部長が資料により説明した。 

 

   （環境防災課長より） 

    文科省からモニタリングポストを設置したいということで、霊山総合支所へ設置すると回答し

た。 

    モニタリングポストが設置されることにより、伝送システムで測定値が管理される。 

   （総務企画部長より） 

    霊山総合支所に決めた根拠は。 

   （環境防災課長より） 

    設置場所について基準があり、本庁舎・支所・公民館といった管理場所となる。今の状況から 

    すると、本庁舎にはすでにあるので、霊山総合支所が妥当ではないかと内部で協議した。 

   （総務企画部長より） 

    世間では、高くないところを測って安心感を与えているような言われ方もあるので、果たして 

    測って意味があるのか。 

   （市長より） 

    目的が高いところを監視するためなのだから、管理しやすい場所というのは話が逆ではないの 

    か。小国ふれあいセンターの方がいいのではないか。 

   （副市長より） 

    設置場所は、新聞に特定されているようなところと同じ考え方で決めなくてはならないのでは 

    ないか。新聞で、伊達市は「その他」のところにしか載っていない。線量の高いところは、県 

    も補足調査をしているのであって、われわれもやっているのだから、対外的にどういう基準で 

    設置しているか説明がつかないのではないか。 

   （環境防災課長より） 

    基本的には、本庁舎に設置すべきだが、現在 1 時間おきに県に測定値を報告している。 

   （市民生活部長より） 

    モニタリングポストは、変動の値を見るものであって原発で何かあったかどうかを確認する 

    もの。目的は線量を測るものではなく監視するもの。 



 

   （副市長より） 

    新聞報道になるのは、国のモニタリングポストが設置してある市町村。その欄には、低いとこ 

ろが入っているのに、高い伊達市が入っていない。その次のレベルのところに伊達市が入って 

いる。 

   （総務企画部長より） 

    テロップで流れる測定値はどこのものか。 

   （市民生活部長より） 

    1 時間おきにメールで報告している。 

   （副市長より） 

    その市でどこに標準点をもっているか。基本は役所になるのではないか。 

   （市長より） 

    県内に置いてあるモニタリングポスト、首都圏もそうだが高さはバラバラである。原発で放 

射能が漏れたというような場合に測定するものだから、空中高いところに設置されていると 

    ころもある。基準点ということであれば、モニタリングポストは本庁舎につけるもの。 

   （市民生活部長より） 

    モニタリングポストの設置については本庁舎とします。 

 

   （環境防災課長より） 

6 月 20 日から被災者対象として東北地方の高速道路が無料化となった。それに伴い、罹災証

明書か被災証明書を持っている方が該当となる。被災証明書の発行については、市町村の判断

になるということで、3 月 11 日に伊達市に住所があった市民を対象に 6 月 22 日から被災証明

を発行する。 

   （市長より） 

    高速道路無料用の被災証明ということで誤解を招かないようにしなければならない。 

   （市民生活部長より） 

    今後、避難勧奨地点ということで被災証明を発行することになれば、損害賠償関係として別の 

    意味が出てくるので、今回は高速道路無料用として明日 22 日から各総合支所で発行する。 

   （市長より） 

    新聞報道等により、各総合支所でも混むことが予想されるが対応してほしい。証明書の用紙 

    は何を使うのか。 

   （市民生活部長より） 

    改ざん防止用紙とする。 

   

   （広報広聴係長より） 

    口頭により説明した。 

    霊山町石田・小国地区への対応、井戸水検査の結果、農産物関係、被災証明について掲載する。 

 

《次回本部会議》 

平成 23 年 6 月 2４日（金）17：00  本庁舎 2 階 応接室において 

 



 

（文責：齋藤 孝幸） 


